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令和２年度第２回白井市廃棄物減量等推進審議会会議録 

１．開催日時 令和３年１月２８日（木） 午前９時３０分から午前１１時３０分まで 
２．開催場所 市役所本庁舎災害対策室２、３ 
３．出 席 者 委 員 大家委員、吉村委員、菅原委員、清田委員、山谷委員、鬼沢委員、

寺田委員、藤田委員、井川委員、市川委員、生田目委員、飛田委員

 事務局 岡田市民環境経済部長、金井環境課長、國松主査、芳賀主査補 
欠席者 藤本委員 

４．傍 聴 者 １人 
５．議 題 （１）白井市災害廃棄物処理計画について 

 （２）家庭系ごみの減量化・資源化の促進（ごみの有料化導入）について 
       （３）その他 
６．配布資料 ①審議会次第 ②白井市災害廃棄物処理計画について 

③家庭系ごみの減量化・資源化の促進（ごみの有料化導入）について 
④生活環境指導員制度の見直しについて 

７．議 事 以下のとおり 

○事務局  開会 

       

○会 長  あいさつ 

  

○事務局  資料の確認 

      議事進行を会長にお願いし、議題に入る。 

 

○会 長  それでは、よろしくお願いいたします。 

      終了時間が11時半終了予定となっておりますが、できるだけスムーズに進め

ば、早めに終了できればなというふうに思っておりますので、御協力いただけれ

ばと思いますので、お願いいたします。 

      それでは、事務局から、本日の審議会の非公開の取扱いについて、御提案はあ

りますか。 

 

○事務局  白井市審議会等の会議の公開に関する指針第３により、審議会等の会議は公開

を原則としております。本日の審議会の議題は、非公開とする理由は特にありま

せん。そのため非公開案件はなしということでいかがでしょうか。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      事務局から、ただいま非公開案件はなしという提案がありましたが、委員の皆

様はいかがでございましょう。なしという形でよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と言う者あり〕 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      それでは、本日の審議会において、非公開とする案件はないものとして進めさ

せていただきます。 

      なお、本日の傍聴定員は５名となっております。傍聴人の方がおられましたら、

事務局は入場をお願いしたいと思います。お一人。 

 

○事務局  はい。 

 

〔傍聴人入場〕 

 

○会 長  それでは、議事に入ります前に、傍聴の方に傍聴上の注意を申し上げさせてい

ただきます。事務局より配付されております白井市審議会等の会議の公開に関す

る指針をよく読んでいただきまして、その内容をお守りいただきたい。よろしく

お願いいたします。 

      では、議題に入りたいと思います。 

      それでは、お手元の次第によりまして、会議を説明させていただきます。 

      初めに、議題（１）白井市災害廃棄物処理計画についてを事務局より御説明お

願いいたします。 

 

○事務局  資料（白井市災害廃棄物処理計画について）をもとに説明。 
 

○会 長  ありがとうございました。 

      ただいま事務局より説明いただきましたけれども、その中で、また内容につき

まして御意見、また質問などございましたらお願いしたいと思います。いかがで

しょう。 

      はい、どうぞ。 

 

○委 員  すごいなと、単にすごく強く、この処理計画を読み込んでいらっしゃる方がい

るのだなというので、物すごく感心しました。本来なら、我々がもっといろいろ

なところを指摘しなきゃいけなかったはずなのですけれども、それ以上にきちっ

と目を光らせていらっしゃる方がいるのだなとそういうのが感じられました。私

たちももっと委員として、しっかりやらなきゃというふうに思いました。 

      それから、大変申し訳なかったのですけれども、この募集結果のナンバーはよ

く分かるのですけれども、これが何ページ目のところの文章かなというのを探し

出すのがすごく大変で、いまだに全部見つけられていないのは残念に思うのです

けれども。 
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      あと、もう一つ、最後に公表するというふうにおっしゃっていましたが、それ

の中に図書館を入れていただきたいと思います。 

 

○事務局  ありがとうございます。 

      雑駁な説明で申し訳なかったのですけれども、各センターへの設置ということ

で10か所を考えておりまして、もともとパブリックコメントをやったときには、

その10か所に素案を配布していますので、同じように配布させていただくのです

が、配布先といたしまして、文化センターの図書館も含まれておりますので。 

 

○委 員  そうですか。 

 

○事務局  ついでに、配布先を細かく10か所お伝えしておきます。保健福祉センター、文

化センター図書館、西白井複合センター、白井駅前センター、冨士センター、公

民センター、桜台センター、福祉センター、白井コミュニティセンター、西白井

コミュニティプラザの10か所になります。 

      以上です。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      そのほか、ありませんでしょうか。 

      今の10か所という形で、お知らせできるような形になっているというようなこ

とでございます。これは市のホームページのほうでも載っていますので、どなた

でも御確認いただけるかなというふうに思っておりますけれども。その他御意

見、質問などございましたらお願いしたいと思います。 

      大丈夫でしょうか。 

 

〔「なし」と言う者あり〕 

 

○会 長  また、ございましたら、後ほど事務局へ御質問いただければと思いますけれど

も。進めさせていただきます。 

      それでは、議題（２）家庭系ごみの減量化・資源化の促進（ごみの有料化導入）

について、事務局より御説明お願いいたします。 

 

○事務局  資料（家庭系ごみの減量化・資源化の促進（ごみの有料化導入）について）を

もとに説明。 

 
○会 長  ありがとうございました。 

      今、御説明いただいたのですけれども、委員の皆さんの中で御質問、御意見な

どありましたらお願いいたします。 
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      この有料化につきましては、本当に市民の皆様の意識をしっかりと高めていか

なければならないのかな。また、知っていただかなければならないのかなという

ところが多々ありまして。ただ単純に値上げをするのじゃないのだよ、有料化に

するのじゃないのだよ、皆さんの努力によって、有料化にする価格も、かかる費

用も随分違ってくるのですよというところをしっかりと意識を高めていく必要

があるのかな。その意識を高めていただくための方法はどうしたらいいのかな

と。これ皆さん思っていても、なかなか実行に移せないというところもあるかと

は思うのですけれども。この中には、紙おむつの問題ですとか、また無料にする

にはどうしたらいいのかとか、いろいろあるかと思うのですけれども、委員の皆

様の中で、そういった御意見、思いとかいろいろあるかと思います。御意見、質

問などありましたら、ぜひお願いしたいなと思っております。 

      ○○委員。 

 

○委 員  ３ページから４ページにかけまして、印西市の有料化に対する認識が書かれて

います。こういう意見は私もよく見かけるのですけれども、これは論理矛盾なの

ですね。読んでみますと、有料化が必要であることは認識しているが、減量・資

源化を推進することが先と書いてあるのですけれども。減量・資源化を推進する

ことが先ならば、どういうふうにすれば減量・資源化が進むのかということを考

えなきゃいかんですよね。その一番有力な方策、施策が有料化なのです。論理矛

盾ですよね。 

      本音ベースで言えば、恐らく、市民の理解を得ることはなかなか難しいとか、

そういう言い方なら、すとんと落ちてきます。恐らく合意形成が大変だろうなと

いうあたりが本音だろうと思います。私、よくこの意見を目にするものですから、

申し上げておきます。 

      以上です。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      本当に、ただお金を払うから何でも捨てられるのだろうという見方、方向に行

かないように、今後していかなくてはならないというのはあると思うのですけれ

ども。言葉の使い方一つで随分違ってきてしまうのかなというのはあると思うの

ですが。 

      また、ごみをごみでなくしてしまうという方法も、一つ大事なのかなと。一つ

の例として、私、自治会の中で、フリーマーケットって皆さん御存じだと思うの

ですけれども、あの中で結構大きな使わなくなった物とかをうまく使える人に合

わせるような形を取ったりとか、できるかと思うのですね。そうすると、粗大ご

みが減る可能性も出てくる。 

      あとは子供の着られなくなった物ですとか、よく白井市で秋のお祭りなんかあ

ったときは、そういった着られなくなった洋服、随分販売されている団体さんが
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おられまして、これだけ使わなくなった物があるのかな。これ全部がもしごみに

なっちゃったら、大変なことになるなというところがありますので、それにうま

くリサイクルできるような形を取れるようなことができるといいのかなと。結構

熱心に、着られなくなった物をまたほどいて違うものに作り直したりとかいう方

も中にはおられて、何か入れるための袋にしたりとか、裁縫が得意な人はいろい

ろ作ったりされているわけなのですけれども、少しでもそういった形で意識を変

えていけるような、何かごみを減らせるような、ただお金がかかってしまいます

よというよりは、こういう形でやれば、もっと経費が削減できますよという提案

が、この委員会からでもしていけると、すごくいいのかなと。この辺は、女性の

方が多分得意なのかなとは思うのですけれども、いかがでしょうか。 

      どうぞ。 

 

○委 員  今の会長の御意見に関係するところでの情報提供なのですけれども、実は都内

のある区でやっていることで、非常に人気のある事業があるのですね。今、会長

さんがおっしゃったフリーマーケットに似ているのですが、実はお金が介在しな

いで、不要になった子供服とか絵本とかおもちゃを持ち寄って、自分が持ってき

た点数をそこに提供されたものから持ち帰れるという「♡♡（ハートハート）ブリ

ッジ」という、要するに気持ちと気持ちを交換するということをやっている事業

があるのですけれども、実はそれ物すごい人気で、毎回、本当に定員をオーバー

するので、お断りするぐらいなのです。子供の物って、本当に１年か２年しか使

えないとかありますので、結構そうやってお金を介さなくても、そういう場を市

が提供することとか、運営を市が協力することで、ごみにならないで有効に利用

できるという方法もあるので、そういうことも一つお試しとしてやってみるのが

いいかなという。要するに、ごみじゃなくて、資源以上に有効に活用できるとい

う意味では、とてもいい事業じゃないかなと思います。 

      もう一つよろしいですか。 

 

○会 長  はい。 

 

○委 員  最後の別紙の資料についている今までのこの会合の中で出てきた御意見で添

付するというのがあるのですけれども、今までやってきた中で出た意見だけじゃ

なくて、もしかして今日言うことも付け加えられるのであれば、お願いしたいな

と思うのですが。 

      実は2050年、カーボンニュートラルということがもう打ち出されて、それに向

かってそれぞれのところがかなりの努力をしていかないと、非常に難しい状況だ

と思います。でも、もうそれは政府が打ち出しているわけですから、それも一人

一人が加われる今後やれることとしては、ライフスタイルの中でいかにごみを減

らしていくかということと関係してくるわけですから。 
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      例えば、この第１回の７番というふうに事務局が提案された中に、最後のほう

に付け足しでも構いませんので、2050年のカーボンニュートラルに向けて、一人

一人のライフスタイルの見直しと廃棄物を減らしていくということを付け加え

ていただけるといいのじゃないかなと思います。 

      以上です。 

 

○事務局  ありがとうございます。 

      御意見としまして、付帯意見に入れられる検討をします。ありがとうございま

した。 

 

○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  前回の審議会で、県内各家庭ごみ有料化状況という54の市町村の一覧表が配ら

れました。結局、これが今回の有料化のベースになっているわけです。 

      栄町が既に平成10年に、この大中小、３通りの料金設定でごみ袋を配布してい

る。これは市が業者に委託して、それを市が買い取って、市の例えば運搬費だと

か、いろいろな経費に充当しているということで、前回の市のほうから提言され

ましたのは、クリーンセンターは共同で構成３市町で使っているわけですから、

有効に使おうと。使い方も当然あるし、これも32年頃には更新して新しくセンタ

ーを造り替えるというところまで来ているわけですから、広域で当然、白井市も

このクリーンセンターを使っていくことは、もう当たり前だということになりま

す。 

      ただ、栄町は独自にもうやっている、有料化しています。印西市はやっていな

い。白井市もまだこれからだ。この議論ですけれども。そのときに、重課税だと

か、これ二重課税だとか、いろいろ意見がありますけれども、現在の白井市と印

西市が共同で株式会社さんに発注して、そして、それがスーパーや店舗で配布さ

れている。私たちはそれを買っているわけです。何がしかのお金で買って、それ

を使っているわけですが、ここで議論することの内容については、栄町がやって

いるようなことをやることがいいのかどうかと、こういう議論になってくる。そ

このまず確認なのです。 

      それから、もう１点は、野田市のような進んだところもありますけれども、要

するに業者に発注して、その製品を市のほうで買い取る。そして、市の財源とし

てこれを販売して、市が必要とする運搬経費だとか維持管理費に、そのごみ袋を

費用として充当していくと、そういうやり方を議論しているのかどうかというの

を確認したいのです。 

       

○事務局  まず、１点目ですけれども、こちらのほうの考え方としては、栄町さんのよう

な形で、ごみ袋に手数料を転嫁する形で考えておりまして、袋のほうは、もちろ
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ん製作のほうは、こちらで作る形になりますが、あくまでもごみ袋に手数料を転

嫁するという形で、ごみ袋代プラス手数料とか、そういうような考え方ではない

ということが一つ。 

      もう一つの２点目につきましては、この答えになるかどうかあれなのですけれ

ども、市としましては、市の収集運搬費に手数料を充てていくという考え方でお

ります。 

      以上ですが、これでよろしいでしょうか。 

 

○会 長  今の事務局からの答えなのですけれども、大丈夫でしょうか。 

 

○委 員  既に市販されているごみ袋を今後どういうふうな形で市が掌握していくのか。

今のように、業者さんにそっくり依頼して、製品にして、私たちはそれを買い取

るというのが現状ですね。 

 

○事務局  今の現状は、組合が行っているのですけれども、こちらで買い取ってはいなく

て、業者さんに、これ作ってくださいということにしまして、値段の設定とかは、

あくまでも業者さんのほうの設定になっているはずです。 

      今回考えているのは、ごみ袋は市が発注して業者さんに作ってもらうという形

で、袋のほうに手数料を転嫁しますよという形なのですけれども。こういう回答

でよろしいでしょうか。 

 

○委 員  袋に手数料を転嫁するということは、どういうことですか。製造者が市から委

託を受けますよね。 

 

○事務局  発注しています。 

 

○委 員  発注して、それを製品にしますね。 

 

○事務局  はい。 

 

○委 員  今までは、これはスーパーとかいろいろなところで売られているものを消費者

が買っているわけでしょう。 

 

○事務局  はい。 

  

○委 員  そのお金というのは、市のほうから発注するという段階では、発注料というか、

その経費は払っているのですか。 
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○事務局  当然、発注しますので、経費は払うことになります。 

 

○委 員  ここで有料化というのは、既にそういう実態があって、ごみ袋は何ケース何十

円とかいう形で売られていますね。それを私たちが買って使っているわけです。

今後ここで有料化という議論をするときに、栄町がやっておられるように、市は

こういうのを発注しますと業者に出したときに、業者はそれを製品として作られ

ますね。 

 

○事務局  はい。 

 

○委 員  それを市が買い取るわけですか。 

 

○事務局  そうです。 

 

○委 員  買い取った場合の市の財源になるわけでしょう。 

 

○事務局  買い取ったのが市の財源になるというのは、どういうことですかね。 

 

○委 員  例えば、製品が1,000円かかったとしますと、当然委託した側は1,000円払いま

すね。そして、製品が払った側に届くわけでしょう。製品は市の所有のものにな

るのじゃないですか。 

 

○事務局  そうですね。 

 

○委 員  そうすると、市のほうで、今度はそれをスーパーさんとかいろいろなところで

配布する、頒布する、売買するわけですね。 

 

○事務局  はい。 

 

○委 員  その収入は、これから市の財源として今度は入るわけでしょう。 

 

○事務局  そうですね。はい。 

 

○委 員  その収入がいろいろな経費、運搬経費や人件費や管理費に充当していければ節

減にもなるし、市の負担が軽減されるというようなことになるためにどういうふ

うにしたらいいかという議論をしなくちゃいけないわけでしょう。 

 

○事務局  はい。 
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○委 員  ちょっと解説させていただきます。いいですか、会長。 

 

○会 長  はい。 

 

○委 員  発注とか何とかというのは置いておいて、現状は、市は発注しているわけじゃ

ないのですよ。現状の指定袋制度というのは、組合が今、管理している。組合の

ほうで、こういう規格で、こういう仕様で作って販売することを認めるというだ

けのことでありまして、組合に収入が入るとかそういうことは全くなくて、発注

するということも全くなくて、規格・仕様ですね。これを認定するというだけで

すよ、現状は。 

      市販されているわけですから、お店によって幾らという、もうちょっと大きな

エリアになりますと、スーパーさんとかで、値段が１枚当たり１円２円違うとい

うことはあるわけですよ。そういう価格には、組合、市のほうは全く関与しない

です。市場価格ですよね。 

      これに対して、有料化という場合は、白井市のほうが袋を作る。発注とか云々

とかというよりは、市が袋を製造するわけですよ。もちろん、市に袋の工場なん

かないから、そこのところで発注ということなのですけれども、それが重要なこ

とではなくて。袋の製造メーカーはわんさかありますから、競争入札なりで仕様

書を提示した上で、こういう形で作れる会社というと、わっと手を挙げてきます

ので、一定の決め方で、入札なんかが多いと思うのですけれども、製造メーカー

を決めるというだけのことです。 

      市は、作製等費用がかかりますよね。それから小売店に販売の取扱いをしてい

ただかなければいけないので、例えば８％程度の手数料ですけれども、販売手数

料も小売店にお支払いするというようなことで、これらが運用費用になりますよ

ね。指定袋の。もちろん、そういう運用費用は、手数料収入で賄います。手数料

収入は、そういう運営費用よりも大きな金額になりますので、そこのところで先

ほど事務局が御説明された収集運搬費用に充当できると、こういうことになりま

すね。よろしいですか。そういうことです。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      この辺のところを理解できるように、今までは業者さんが作ったものをホーム

センターなり商店なりで売っていたと。今度は、市が袋を作る大本になるわけで

すよね。市が大本になって、それを各スーパーなりホームセンターなり販売店に

置くと。そこで価格設定はあくまでも市が決めるわけでしょうから、その価格の

中に、手数料何なりは全部含まれて、消費者、我々一般の人たちがごみ袋を買う

という仕組みに変わるということなのかなというふうに思いましたけれども、事

務局、間違いないでしょうか。どうでしょう。 
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○事務局  そのとおりです。 

 

○会 長  ということは、それはもう既に決定ではなくて、これから議会なり何なり通し

て決定される可能性がありますということですか。 

      はい、どうぞ。 

 

○事務局  今、お話をさせていただいております、ごみの有料化の件につきましては、ま

だ市のほうでは、どのようにしていくかというところでの具体的な策というの

は、正直なことを申し上げまして、まだできていないところです。ですので、ま

だ議会の議員さん方にも具体的にどうやっていくとか、そういう話は全くしてお

りません。 

      今、印西環境整備事業組合の方々、それから印西市役所の方々、あと栄町の職

員、あと白井市のほうとで担当者が集まって、その話合いをしたりですとか、ま

た、時によっては課長たちが集まって話をしたりと、そのような事務レベルでの

話を今しているところです。 

      それで、その状況によっては、本当は構成市全体でこの有料化に取り組めれば

一番いいところではありますけれども、それぞれの自治体によりまして状況が違

っておりますので、そこをどうやっていこうかというところが今、非常に課題に

なっているところであります。 

      しかしながら、白井市におきましては、今お話をいただいている審議会の方々

の中の答申を頂いて、これから市長に出していこうというところになりますけれ

ども、有料化をやっていくべきだろうというお話に今なってきていると思うので

すけれども。そのようなことを受けまして、市といたしましても、ほかの自治体

さん、例えば印西市がやらない場合でも、白井市は進めていくとか、そのような

ところはこれからしっかりと検討をしていきたいというような今、段階だという

ことで申し上げさせていただきたいと思います。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      今、事務局からも説明ありましたけれども、あと、ごみ袋、今まで業者さんが

販売していました。それは市民に還元は一切ありません。例えば、まず市役所の

ほうで、ごみ袋を製造元として、各商店なりに卸します。それで、例えば今まで

と同じ価格で、その中で手数料も含まれるとなれば、市民に今までと同じ価格で

すけれども、負担は余りない形になっていると思うのですけれども、それがどう

なのかなというところがあります。 

      それで何か御質問とか何かありましたら、お願いしたいと思います。 

      はい、どうぞ。 

 

○委 員  これを提案されたのが市側からであって、私たち決して有料化を最初から望ん
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でいるわけではなかったように思うのですけれども、まずそこのところが、今日、

○○委員の話を聞きまして、あれという疑問点がありました。 

      それから、手数料の徴収については、今、燃やすごみと燃やさないごみについ

て、手数料を白井市は取ろうという話に向かっているのですね。そのときに、燃

やすごみと燃やさないごみで、燃やさないごみというのは、今までの不燃物とい

う扱いの袋ですよね。ということは、プラスチックごみの黄色い袋では手数料は

取らない。であるならば、栄町と同じというやり方ではないですよね。 

      あと、もう一つ、白井市は、収集と搬入のどちらも込みの有料を考えているの

ですよね。それは違う。栄町は、収集のほうは有料だけれども、搬入は無料とい

うふうになっているので。 

 

○事務局  今のところ、搬入のほうは考えてはいないですね。 

 

○委 員  考えていないといったら両方取るということ。両方の込みの有料ということで

すか。 

 

○事務局  収集のみです。 

 

○委 員  収集のみ。そうすると、粗大ごみとはまた別個の扱い。 

 

○事務局  そうですね。 

 

○委 員  そこはよく分かりました。 

      それと、もう一つ、我々はどっちかというと、ごみをなるべく少なくするよう

に市民に働きかけたいというのが、この会議の趣旨であると思っているのですけ

れども、だから、ごみを有料化するというのが趣旨では決してないと思っていま

す。 

      今まで話してきた中で、資源化を進めるというのも、一生懸命会議の中でも何

回か話をしてきたと思うのですが。市民に訴える面で、最初の１ページのところ

に、白井市のごみにおける排出量の内訳の表がありますよね。これを見ると、だ

んだんまたごみが増えてきたなという認識は取れるのですが、それだけじゃなく

て、資源化されるごみも加えていただかないと、私たち資源化したごみが増えて

いくことを望んで一生懸命話合いをしているのに、それが全く入ってこないと、

ただただ燃やすごみと燃やさないごみが増えてきているねだけじゃなくて、そこ

から資源化するごみが増えてくれば、ごみも生かされる道に行くから減ってきて

いるという認識ができるのだけれども、それが全く入ってきていないので。資源

化のごみの推移が、この間送られてきたところの資料に入っていますので、それ

も入れていただくと、資源化率も減ってきているというのが分かるので、私たち
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のごみの分別の仕方が甘いし、それからごみも増えてきているのが、それでよく

分かるという形になるのじゃないかなというふうに思っています。 

      それから、話全然飛ぶのですけれども、先ほどの付帯意見のところの一番最後

のところ、令和２年の（２）番のところ、（２）のところを載せるというお話を

していましたが、私これ文章の意味がよく分からないのですが。有料化するにし

ても、有料化する理由を市民にきちんと理解してもらわないと、とある。今もう

既に有料化されると、ある地域ではなっているので。ここがよく分からない文章

で。ここの説明をもうちょっときちんとしないと、分かってもらえない人がいる

のじゃないかと思うのですけれども。 

 

○事務局  そうですね。 

 

○委 員  ここは簡単に、余計なことは書かないで、有料化する場合は、有料化する理由

をきちんと理解して。 

 

○委 員  もらう必要がある。 

 

○委 員  そう。それでいいですよ。余計なことは削除したほうがいいね。 

 

○事務局  はい、分かりました。 

 

○委 員  ですよね、会長。 

      それと、ついでですから、１ページの先ほど御指摘の白井市のごみ排出量です

けれども、これ家庭ごみ、あるいは家庭系ごみなのですよね。だから、「家庭系」

を入れておいたほうがいいですね、タイトルに。白井市における家庭系ごみ排出

量の内訳。 

      先ほど資源というお話ありましたので、入れることはいいことだろうと思いま

すけれども。 

 

○会 長  これ、人口比率にすると、数百人程度の前後だと思うのです。燃やすごみのレ

ベル・数値とか見ると、増えたり減ったりしているのですけれども、そこで先ほ

ど○○委員が言われたように、資源にされたものがどれぐらいの比率であるのか

というのが出ていると、言われたことが分かりやすくなってくるのかなと。確実

にというのは、おおよそこのぐらいでも構わないと思うのですけれども、資源化

されたという形で持っていくと、非常にやりがいもあるのかなというふうに感じ

られたのですけれども、それが可能であれば、ぜひやっていただけたらなと。 

 

○事務局  分かりました。そこのところについては、入れるようにします。 
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○委 員  そうですね。資源のところは、参考として一番下に入れられるということでも

いいと思うのですよ。 

 

○会 長  ○○委員、取りあえず、そんな感じで大丈夫ですか。 

      誰か御意見、御質問ございませんでしょうか。 

      まだ、先ほどどなたか言われたように、手数料が必ずアップしますよと、まだ

確実になった、なりますよというわけではないという段階というところだと思い

ますので。我々この委員会としては、値上げが云々、手数料が云々というのじゃ

なくて、いかにごみを減量した上で、減らしていく方法として、こうですよとい

う答えをしっかり出していった中で、手数料なり何なり、ごみ袋の値上げをしな

くて済みますよねという答えを出していけると、非常にいい結果になるのかなと

いうふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。また、御質問、御意見

ございませんでしょうか。 

 

○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  自分の恥を言うようなのですけれども、今の指定の袋になった時点で、ある程

度有料化だと思っていたのです。その袋を負担しているということが。 

 

○会 長  無料じゃないからね。 

 

○委 員  ええ。それでも、今聞いていたら、あれ、有料じゃなかったのと。自分の意識

は有料ですよ、お金出しているから。でも、市としては、全然有料じゃなかった

のだというのを、何回もこの会議に出ているのに、今初めて、がんと自覚しまし

た。びっくりしました。 

      だから、自分の意識の中では、今の有料化されている袋にプラスされて、もう

少しプラスの有料化になるのかなという意識でこの会議に出ていたのですけれ

ども、違っていたのです。 

 

○会 長  要するに、今まで販売されている袋は、業者さんの価格設定で販売されていた

ということなのですね。市のほうに、それが収入になるとか云々、一切なかった

ということなので。今回、今度は、先ほども出ていましたけれども、市のほうが

主体となって販売するような形、それが市民にも還元できるような形が取れるよ

うな形になればなというところだと思うのですけれども。 

 

○事務局  今、○○委員さんがおっしゃっておられましたが、それで私、八千代市に住ん

でおりますが、八千代市は、もうこの有料化を随分前から導入してやっています。

40リットル袋の10枚入りのごみ袋が、たしか八千代市は300円弱ぐらいの金額に
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なっています。 

      ですので、印西地区環境整備事業組合で作っている白井市と、印西市で作って

いるごみ袋で比較をしてみると、大分金額は差が出ているのではないかなと思っ

ています。 

 

○会 長  はい。 

 

○委 員  それに追加で、多分、○○委員がそう思っていたということは、市民の方も多

分ほとんどそう思っているということですよ。家庭の主婦がそう思っているとい

うことは、ほとんどの方が、その袋を買っている人がそう思っているわけですか

ら。 

      それで、今回の有料化というのは、収集運搬費に充てるというところが、実は

すごく大事であって、そこをちゃんと理解してもらわなきゃいけないのじゃない

かなと思います。単に有料化になりました、袋が高くなりましただけじゃなくて、

その費用は何に充てるために今回変わるのかというところを市民にちゃんと理

解してもらう必要があるのじゃないかなと思います。 

 

○会 長  はい、どうぞ。手挙げていただいて。 

 

○委 員  今、言われたとおりだと思います。あと、市民の方も多分、まず基本的なこと

は、分別のごみをして、そういう勉強会とかアピールしていただいて、それで、

そういう今回聞いたようなことも説明する場というか、ホームページでも何でも

いいから、多分御存じないと思うのです。 

      だから、市民に行き渡るように、市民の人が考えてくれて、ごみ分別も考えて、

何に使われるかも考えて。今、若い方なんかも結構、そういうごみとか、びん・

缶類とか、プラスチックごみとか興味持っている方が多くなっているような感じ

がするのです。 

      ですから、白井市のほうも、ちゃんとごみを分けて、焼くごみを減らして、そ

れで今度、浮いた分でどれだけのものができるかという、そういうのが分かって

いただければ、頑張れるのではないかしらと思うのですが。 

 

○会 長  事務局、その点について何かありましたら。 

 

○事務局  御意見頂きましたので、その辺を踏まえて、きちんと周知できるようにしてい

ければと思います。恐らく粗大ごみを有料化したときにつきましても、そういう

ところをきちんと踏まえた上で説明はしていると思われますので、その辺はきち

んと行っていきたいと思っております。 
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○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  事務局にお尋ねしますが、前回お配りされた資料の中に、野田市の場合は、ご

み袋120枚までは無償で配布しますと、121枚目からは有償で買ってくださいと、

こういう考え方なのですね。実際もう既にこれがなされているというのが前回の

表に載っています。つまり、そういう方法も一つあるということです。 

      これを120枚というのは、今の市で１週間に２回、私たちはごみ袋を出す日が

来るのですが、そうすると、年間通じて96枚です。120枚までは無償ですよと、

こういうやり方も一つの検討材料になるのじゃないかと思うのです。市として

は、どういうふうにお考えなのか、お伺いしたいです。 

 

○事務局  それはまだ別に決まっていません。それも踏まえて検討していくということに

なっていきますので。 

 

○会 長  検討事項ということでよろしいですか。 

      時間の都合がありますので、そのほか御質問など。 

      はい、どうぞ。○○委員。 

 

○委 員  ４番のところに印西市と白井市と栄町、一元化の調整について書かれています

けれども、これ一元化って、どういうメリットとデメリットがあるのですか。教

えていただけますか。 

 

○事務局  お答えに沿うかどうかは分からないのですけれども、メリットのほうを申し上

げますと、構成市の組合のほうで検討した中では、まずごみの減量化につながる

のではないかということ。それから収集の処理と業務が一緒になるということで

住民サービスの向上になるのではないか。あとは、経費の節減効果になるという

ところがメリットとして考えられております。デメリットのほうは、申し訳ござ

いません。そこまでは。 

 

○委 員  この文章を読むと、組合管理者の都合だけでこのまま一元化が必要だという意

味で理解できる。今おっしゃった理由は、あんまりメリットではないよね。何が

言いたいかというと、委員会は余り積極的じゃないから、このまま一元化しない

とやらないというのであれば、なかなかこの事業は進まないと思うのです。 

      だから、白井市は白井市で、単独で本当にメリットあるのだったら、やればい

いのじゃないですかということを言いたいのです。それだけです。 

 

○事務局  御意見として伺っておきたいと思います。 
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○会 長  メリット・デメリットをはっきり必要。 

 

○委 員  ただ、それが組合関係者だけの都合だけだと、あんまりそれは市民にとってメ

リットじゃないでしょう。 

 

○会 長  はい。あくまでも市民にメリットがないと。 

 

○委 員  そうです。 

 

○会 長  意味がないということになると思いますので、その辺、事務局のほう分かりや

すくお願いしたいと思います。 

 はい。もう一つ、すいません。どうぞ。 

 

○委 員  先ほど○○委員がおっしゃったように、私も袋を買っている時点で、手数料み

たいな有料の部分を払っていると思い込んで、ずっと過ごしていましたが、袋を

買って捨てる生活にはもう慣れていますので、できれば、今エコバッグとかで、

ビニールを作る会社が余りお仕事なくなっていたりするかもしれないので、ごみ

袋自体の値段を下げていただいて、今までどおりの価格ぐらいで販売していただ

いて、その中に今回の有料分を入れてもらって、今までどおりのお金を払うぐら

いだと皆さん受け入れやすいかなと思います。 

       

○会 長  ありがとうございます。 

      市が例えば、今度、袋を販売するとなると、自ずとその辺は考慮されているは

ずなのですけれども、できませんか。 

 

○事務局  それも含めて考えていきたいと思っております。 

 

○会 長  はいどうぞ。 

 

○事務局  先ほど、一元化のメリットというお話ありましたけれども、皆さんも御存じだ

と思いますけれども、白井市それから印西市、栄町で、これ今ごみの共同処理を

しているのがクリーンセンターですね。印西地区環境整備事業組合。こちらで三

つの自治体のごみの共同処理をしているところです。 

      それで、栄町に関しては、もう既に有料化をやっておりまして、栄町は有料化

をやるに当たりましては、ごみの収集運搬、今この処理を白井市、印西市に関し

ては印西地区環境整備事業組合で行っております。 

      ですけれども、栄町は、ここの収集運搬業務を組合ではなくて、自分のところ

の町で収集運搬をする委託費を持って、それで収集運搬をしています。それで、
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先ほど言った有料化でお金が入ってきた分を自分のところの収集運搬とか、そう

いった費用に充てているというようなところになっていると思います。 

      ですので、この一元化が行われますと、白井市、印西市、栄町も全部一緒にな

った中で、価格帯も同一の価格帯で行っていくというようなことも可能になって

くるのではないかと思うのです。今の個々の自治体でやっていくと、それぞれ収

集運搬とかの金額もまちまちですので。ですので、高いところもあれば安いとこ

ろもあったりとか、そのようなところが出てくる可能性があると思います。 

      それで、特にこのごみの共同処理を行っている自治体というのは、お金が非常

にごみの共同処理、費用がかかりますので、組合を作ってやっているところが多

いです。その組合を作ってやっている自治体が、ごみの有料化に取り組んでいる

ところというのは、そこの構成している自治体全て、料金が統一料金になってい

るというようなところが県内の自治体の中でも、そういう実績が出ているという

ところは、私のほうでも捉えておりますので、そのようなところがそのメリット

というところになるのかなという。事務の効率化というようなところもあれば、

金額なんかも、それぞれの自治体のばらばらになっているものが統一料金になっ

てくるというようなところではないかなと思っております。 

      以上です。 

 

○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  組合議会のほうで、一元化と有料化ということを必要について答弁していると

いうふうに書いていますけれども、印西市と白井市では、財政的に全然違うのじ

ゃないですかね。印西市は潤沢にお金があるために、有料化しなくてもある程度

できる。白井市はこれからどうなるか分からない状況なので、別々に考えてやっ

たほうが、白井市の財政としては安定できるのかなというふうには思っているの

ですけれども。これ答申なので、私は、印西市と別々に白井市が決めていったほ

うがいいというふうに思っています。待っていたら、らち明かないと思います。

 

○会 長  印西市は気にしないで、一緒にしないで、白井市独自で一生懸命考えていきま

しょうよと、市民のために。レベル的にちょっと違うのじゃないですかというと

ころで、その辺もしっかり考えていきながらということだと思いますけれども。

事務局のほうも、その辺考慮いただいて、今後につないでいっていただけたらな

というふうに思っておりますけれども。よろしいでしょうか。 

 

○事務局  はい。 

 

○会 長  そのほか。はい。 
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○委 員  有料化による減量効果というのは、先ほど袋有料化で決まったとおりになっ

て、あの時点で、減量効果は確かにあったはずなのです。だから、値上げすれば

減るというのは目に見えている話なのだけれども、じゃあ、それをまた増えてき

たら値上げする。また増えてきたら値上げしてというふうにすると、とどめなく

なるような気がするのですよね。 

      だから、市民としては、白井市の財政上、どうしてもやむを得ないというとこ

ろを公開していただけるなら、それなら理解して納得できると思うのですけれど

も、ただごみを減らすために、有料化すると効率がいいからというふうで値上げ

を提案されるというのは、マンネリ化してしまいそうな気がして、怖い部分があ

るのじゃないかなというふうに思います。 

      最初に、袋を有料化しましょう。今まで指定袋じゃなくて、黒いごみ袋でもよ

かったのを決まった袋で出してもらうことによって、ごみが削減できるのじゃな

いかというので指定袋というのが導入されて、それを皆さん、ごみ袋買わなきゃ

いけないというので、有料化というふうに捉えられていたと思うのですけれど

も。それで、一段階は減ったのですよ。 

      だから、減るという事実はもちろんあるのですけれども、それをある程度の年

数過ぎてきて、また意識がなくなってきちゃったから、それが当たり前とされて

きたから、ベースをまた上げましょう、またベースを上げましょうというふうに

ならないようにするためには、どうしたらいいかということを私たちは一生懸命

考えなきゃいけないのじゃないかなというふうに思います。 

 

○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  対象のごみ減量のこういう会に入ったときに、説明が、ごみセンターが建て直

しされますよね。そのときに、使っているごみの量で負担額が違うということを

聞いて、ごみを一緒にすごく減らしましょう。そうすると、お金の出す量も減る

ので、そういう趣旨があったと思うのですね。 

      ですから、皆さん市民も、減らせば減らすほど、お金を出さなくて済むし、お

金をフルに使えるから。入ったときにそういうお話を伺って、じゃあ、一生懸命

ごみを減らしましょうという会でやった感じを覚えているのですね。 

      ですから、そういうことも含めて、市民の方に知っていただければ、もっと減

らそうかなと思われるかもしれません。 

       

○会 長  ありがとうございます。 

      これは、燃えるごみが対象になっているということですよね。先ほどプラごみ、

黄色い袋のほうは対象になっていないというふうに私思ったのだけれども。 

 

○事務局  そのとおりです。 
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○会 長  燃えるごみというのは、体積ではなくて、重量で量るだろうと。 

 

○事務局  失礼しました。そのとおりではなくて、望ましいとしているので、そのとおり

で決まったわけではないです。 

 

○会 長  はい、分かりました。 

      例えば今、話しているのは、燃えるごみで量を減らしましょう、とにかく減ら

しましょうとやっているけれども、体積ではなくて、重量で今量って持ち込んで

いるわけですよね。ですから、以前は、水分の多い、水分を減らしましょうとい

うことで一生懸命頑張っていたわけなのですけれども、今も生ごみの水分を減ら

していければ、もっともっと価格も違ってくるのかなというふうに思っています

ので、その辺もまた忘れないように、どうか載せていっていただけるといいのか

なというふうに思っていますけれども。皆さん、どうですかね。しばらくすると

忘れちゃいますものね。ごみを減らすといっても、水分を減らすというのはどう

しても見えてこないので、その辺もしっかりと、また付け加えておいていただけ

るといいのかなというふうに思います。 

      そのほか、御質問などがなければ、次に行きたいと思いますけれども。 

      ○○委員、どうぞ。 

 

○委 員  今後の進め方の方向としての提案なのですが、印西市と白井市の産業構造とい

うか、商業、工業、農業、かなり内容が違っています。白井市の本当の個性形成

を今後どこまで求めていくのかというようなことになると、農業が非常に白井市

の場合はウエートが大きい。特に梨農家さん、緑地率も非常に高いし、白井市に

は白井の独自の自然環境があるので、これに沿ったような形でクリーンセンター

の利用等も考えていったほうがいいのではないか。 

      したがって、広域の施設として、できるだけ利用するところは、構成３市町で

一緒になって、これを利用していく。しかし、先ほど来出てきている可燃ごみの

価格、有料化については、白井市の独自の今までの長い歴史の中で培ったところ

を尊重すると、白井市はある程度単独で進めたほうがいいのじゃないか。粗大ご

みについても、何回か印西市さんのほうの意見を聞いても、粗大ごみを有料化す

るにはとても抵抗があって、有料化すれば、かえって不法投棄が増えるとか、い

ろいろな意見を聞いたことがありますし、農業地帯として、そういうことは許さ

れないという白井市と、印西市とは違うのじゃないかなという感じがしていま

す。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      それについて、事務局、何かありますでしょうか。 
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○事務局  そこも含めて課題となってくると思いますので、意見として頂いて、協議、お

話しするということになるかと思います。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      そのほか御質問など大丈夫でしょうか。 

 

○委 員  すみません、もう一度確認します。 

 

○会 長  はい。 

 

○委 員  手数料を徴収するのは、燃やすごみだけですか。 

 

○事務局  燃やすごみと燃やさないごみとすることが望ましいということで、まだ決定で

はない。それは、燃やすごみと燃やさないごみで考えております。 

 

○委 員  資源ごみは残ると。 

 

○事務局  はい。ということで考えております。 

 

○会 長  その辺大事なところなのですよね。きちんと確認することが必要かなというふ

うに思いますので。 

      そのほか、もしございましたら。なければ、次に行かせていただきますけれど

も、よろしいでしょうか。 

      はい、どうぞ。 

 

○事務局  こちらの御意見につきましては、また会議が終わってからでも結構ですので、

ございましたら、事務局のほうにどんどん頂ければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

      それでは、議題（３）のほうに移らせていただきますけれども、議題（３）は、

その他について、事務局より御説明お願いします。 

 

○事務局  資料（生活環境指導員の見直しについて）をもとに説明。 

 

○会 長  ありがとうございました。 

      ただいま生活環境指導員制度の見直しについてという形で、報告説明いただき

ましたけれども、これについて、何か御質問、御意見ありましたら、お願いした
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いと思います。 

 

○委 員  これ報告だから、変わらないとは思うのですけれども、今まで２万5,000円の

報酬、これ一律というのも変だなと思っていたのですけれども、回収場所が多い

人も少ない人も、一律２万5,000円というのはびっくりしましたけれども、これ

ゼロになって、自治会で指名できるのかなというふうに思いました。今までは、

ある程度のお金をもらっていて、それで動いていたのに、ゼロって本当にボラン

ティアですよね、結局は。それで受けますかね。自治会で指名が難しいなという

ふうにずっと思っていたのですけれども。 

 

○会 長  これ随分きれいになってとかいう状況で、今言われたように、各地区によって、

みんな違うじゃないですか。その辺のところをどういうふうに判断されたのかな

というところの興味があると思うのですが。 

      どうぞ。 

 

○事務局  集積所の状況につきましては、こちらも外に出るときとかもありますので、集

積の状況とかを見させていただくのですけれども、その状況を踏まえて判断させ

ていただいたというところがあります。 

      あと、報酬の関係なのですけれども、活動の仕方も、結構自治会さんによって

まちまちなところはあるのですけれども、なるべくこちらとしては、環境指導員

さんを継続しつつも、地域の利用者の方々と、最初のほうにも記載させていただ

いて、地域の皆さんの自主的な運営管理、利用者の皆さんで協力してやっていき

ましょうというところを、実際にそういうふうに行っているところもあったりし

て、なるべくそちらのほうにシフトしていこうという考えもありますので、こう

いう形にさせていただいたというところでございます。 

 

○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  大概の会員の人は、自分たちのごみのところは自分たちで処理していると思い

ます。ただ、アパートがあるところが、誰もそれを管理していないなというふう

には思っています。すごい汚いところもいっぱいあるし。 

      この生活指導員さんの活動を見ていると、夏の暑い中、本当に歩いて全部見て

回るわけですから、あれはすごい大変だなと、２万5,000円ぐらいで大変だなと

思ったのですけれども、それで無料ってひどくないですかとか思ったのですけれ

ども。 

 

○事務局  この報酬の部分に関しては、近隣の市町村とかを調査しまして、無料のところ

が多かったので、その辺を視野に入れて検討させていただいた結果、当市として
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も無料という判断をさせていただいたところなのですけれども。 

 

○委 員  そしたら、生活指導員を廃止してもいいような気はしました。 

 

○会 長  これ仕組み自体を、今いきなりゼロと、もう決まってしまったのかはあれなの

ですけれども、各地域によって、その都度きれいにしているところはきれいにし

ているし、今言われたアパートなんかは、本当にほったらかしのところもある状

況があります。そういったところは、例えば地域の環境指導員の方が、そのアパ

ートに行ってきれいにしなければならないものなのかというのは、今後また課題

が出てくると思うのですよ。 

  そうなると、無報酬ではどうなのかなというところも出てくるでしょうし、

難しいところだと思うので。この２万5,000円という報酬は、各自治会なりの口

座に入るのではなくて、環境指導員の方、個人に入るようになっているわけで

すから、その辺の扱いも今後考えていかなければならないところなのかなと。

ただ、２万5,000円でもやらない方はやらない、なかなか見つけるのも大変とい

う今状況のところもあるのは確かなのです。その辺のところも考慮していただ

いて、本当に環境美化にするには、多少お金もかかるよねというところも見て

いただいたほうがいいのかなというふうにも感じましたけれども。その辺、皆

さん、何か御意見などありましたら、お願いしたいと思います。 

      はい。 

 

○委 員  本当は、これ指導員ではなくて、もうパートナーというか協力員というか。名

称自体を本当は緩やかなものにしたほうがよかったと思いますね。今からでは遅

いと思いますけれども。 

 

○会 長  無報酬に慣れていくしかないのかなとか。だから、各自治会で今後考えていか

なければならない。みんな協力し合って、きれいにしていきましょうというとこ

ろだと思うのですけれども。結局、自治会のないアパートというところが、一番

今後ネックになっていくのかなと。その辺もしっかり。例えば自治会に入ってい

ないアパートって、白井市内にどのぐらいあるのかというのも一つ、もし出して

いただけるといいかもしれないな。 

 

○事務局  アパートの件数というのは、今すぐは出せないのですけれども。アパートのご

みの管理については、管理会社のほうがありまして、そちらのほうで、市のほう

に、分別が汚いとか市民の方から連絡が入ると、アパートの管理会社のほうに連

絡を取りまして、対応していただくようにお願いはしております。 

 

○会 長  それは、今までの状況からして、すぐ対応はしていただいている感じ。 
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○事務局  そうですね、比較的。 

 

○会 長  了解です。その辺は、また各地域の自治会の人たちも目を光らせていて、市の

ほうに連絡するなり何なりをきちっとしていけば、対応できるのかなというふう

に思いますので。連携ですね。お互い連携を取り合って、とにかくきれいにして

いこうという形で。ということで、よろしいでしょうか。 

      そのほか、何かこの件に関して。 

      はい、どうぞ。 

 

○委 員  生活環境指導員の方の仕事は減るのですけれども、結局、地域住民、集積所の

利用者の人はやらなきゃいけないことが、今までやらなくてもよかったことがや

らなきゃいけなくなるということをきちんとお知らせしていかないと、例えばふ

たが壊れちゃったとか、網が破れたとかいうときに、今までは生活指導員の人が、

黙っていてもチェックをしてくれて、もらいに行ってくれてということがあった

のだろうけれども、今後はそれがなくなるわけですから、それぞれのごみ利用者

の人が、気がついた人なり、ごみ当番みたいな、自治会においては当番制になっ

ているところもあると思うのですけれども、集積所の掃除を当番になった人たち

がチェックして、ごみが残っている。持っていってくれなかったら、それをまた

分別して次のときに出さなきゃいけないとかいうことが発生してくるわけです

から。自治会に説明するか、もしくは文書できちっと分かるように、今後のしな

くちゃいけない事柄というのを明確にして説明をしていただけるようにしない

と、誰もが責任者じゃなくなってしまうというか、うっかりというのか、どうし

ていいのか分からない人が増えてくるのでは、ますます汚くなってくるので、そ

このところをきちんと明確にしておいてください。お願いします。 

 

○会 長  そうですね。これ指導員に対して説明するのではなくて、各小学校区があるわ

けですから、そこのところにもきちんと説明に行って、各自治会に行くような形、

説明、分かりやすく行くような形を取らないと、また多分すったもんだしてしま

う可能性がありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

      以上、ほかに何か。事務局、何かありますか。 

 

○事務局  この見直しの件については、分かりやすく丁寧に御説明をさせていただきたい

と思います。 

      あと、○○委員さんが言われた集積所の管理については、生活環境指導員さん

以外にも、自治会に属されている方からも、ふたが壊れていますよとか、ボック

スが壊れていますよということで環境課のほうには連絡が来たりしますので、一

概に生活環境指導員さんが報告ということではない状況もあるということで御

説明させていただきたいと思います。お願いします。 
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○会 長  はい、どうぞ。 

 

○委 員  この８番に書いてあるその他の中で、指定ごみ袋が３種類支給されています

ね。これ一締めずつですよね。３種類。一締めでは全然足りないので、増やして

ください。私、集合住宅なので、人数が物すごく多いですから。最近は、技能実

習生というのかな、外国人が増えていて、よく分からないで出していくという人

がいるので、入替えの作業で相当時間食っていますので。このごみ袋のほうは、

もうちょっと余分に欲しいと思いますので、お願いします。 

 

○事務局  この辺につきましては、こちらの周知不足であって申し訳ないのですけれど

も、一締め支給します。不足しましたら、適宜取りに来てくださいということは

しているのですけれども、最初からということになりましたら、その辺について

は、配慮させていただければと思います。 

 

○会 長  不足分に対しては、窓口へ行ってという形で対応していただければなというふ

うに思います。 

      時間も時間なのですけれども、そのほか御質問、御意見ありましたら。大丈夫

でしょうか。また、次回にまたあれば、日を改めて事務局のほうにお知らせいた

だければと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

      それでは、特に大丈夫そうですから、事務局のほうから、何か説明ありますか。

 

○事務局  次回の審議会の日時について調整。 

      ２月２６日（金曜日）午前中とする。 

      議題は答申の今日出させていただいたものの最終決定をしていただくという

ことでお願いをしたい。  

      正式な通知については後日送付する。 

 

○会 長  私のほうから、締めをまだしていなかったので、締めさせていただいてよろし

いでしょうか。皆さん、大丈夫ですか。 

 

〔「はい」と言う者あり〕 

 

○会 長  それでは、本日の議事は終了とさせていただきます。また、次回よろしくお願

いいたします。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 


